
平成２０年２月１日施行
警備業者の皆様は特に御注意ください！

下記表の県内２０路線で交通誘導警備業務を行う際に
は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務
１級又は２級の検定合格警備員を１人以上配置しなければ
なりません。

路 線 区 間
一般国道６号 千葉県内の区間
一般国道１４号 千葉県内の区間
一般国道１６号 千葉県内の区間
一般国道５１号 千葉県内の区間
一般国道１２６号 全区間
一般国道１２７号 全区間
一般国道１２８号 全区間
一般国道２９６号 全区間
一般国道２９７号 全区間
一般国道３５６号 全区間
一般国道３５７号 千葉県内の区間
一般国道４０８号 千葉県内の区間
一般国道４１０号 全区間
県道松戸野田線 全区間
県道千葉茂原線 全区間
県道千葉鎌ヶ谷松戸線 全区間
県道千葉臼井印西線 全区間
県道浜野四街道長沼線 全区間
県道長沼船橋線 全区間
県道若宮西船市川線 全区間

認定路線や施行日は､都道府県によって異なりますので､他の都道府県
で交通誘導警備業務を実施する警備業者の方は、該当する都道府県公安
委員会（警察）へお問い合わせください｡

千葉県に関するお問い合わせ先

千葉県警察本部風俗保安課警備業係

０４３（２０１）０１１０(内線３４７６～３４７８）


